
お、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにおい  

ては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画  

の中又は介護予防適所リハビリテーション計画の中にそれぞれ記載  

する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代える  

ことができるものとすること。  

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上サービ  

スを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスにつ  
いては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が確  

認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上計  
画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更  

の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

オ 利用者の短期目標に応じて、概ね一月間毎に、利用者の当該短期  
目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリング  

を行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う  

こと。  

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎に、長  
期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメン  

トを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報  

告すること。介護予防支援事業者による当該報告も踏まえた介護予  

防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要  

であるとの判断がなされる場合については、前記アからカまでの流  

れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。  

キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定  

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に  

関する基準第107条又は第123条において準用する第19条において  
規定するそれぞれのサービスの提供の記録において利用者ごとの運  

動器機能向上計画に従い、介護予防通所介護においては理学療法士  

等、経験のある介護職員その他の職種の者が、介護予防適所リハビ  
リテーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等  

若しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合  

は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利用者の  

運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとすること。  

（2）栄養改善加算の取扱いについて  

通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおける栄養マネジメン   

上加算と基本的に同様である。  

お、介護予防通所介護又は介護予防適所リハビリテ ーションにおい  

ては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防適所介護計画  

の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の平にそれぞれ記載  

する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代える  

ことができるものとすること。  

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上サービ  

スを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスにつ  
いては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が確  

認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上計  
画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更  

の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。  

オ 利用者の短期目標に応じて、概ね一月間毎に、利用者の当該短期  

目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリング  

を行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う  

こと。  

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎に、長  

期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメン  

トを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報  

告すること。介護予防支援事業者による当該報告も踏まえた介護予  

防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要  

であるとの判断がなされる場合については、前記アからカまでの流  

れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。  
キ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定  

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に  

関する基準第107条又は第123条において準用する第19条において  

規定するそれぞれのサービスの提供の記録において利用者ごとの運  

動器機能向上計画に従い、介護予防適所介護においては理学療法士  

等、経験のある介護職員その他の職種の者が、介護予防適所リハビ  
リテーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等  

若しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合  

は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のために利用者の  

運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとすること。  

（2）栄養改善加算の取扱いについて  

通所介護・適所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基本的に   

同様である。   
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（3）口腔機能向上加算の取扱いについて  

適所介護・介護予防適所リハビリテーションにおける口腔機能向上加   

算と基本的に同様である。  

（4）事業所評価加算の取扱いについて  

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとす  

る。   

（略）   

（5）その他の取扱い  

前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護・通所リハビリテー   

ションの取枚方針に従うこととする。  

8 介護予防短期入所生活介護費  
（1）一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において所定単   

位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所が介護予防短期   

入所生活介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職   

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分の   

それぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが   

必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業   
所がユニット型介護予防短期入所生活介護費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   
のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を   

置いていることが必要である（厚生労働大臣が定める施設基準（平成十   

二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第四十六号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の員  

（3） 口腔機能向上加算の取扱いについて  

通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算と基本   

的に同様である。  

（4）事業所評価加算の取扱いについて  

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとす  

る。   

（略）   

（5）その他の取扱い  

前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護・通所リハビリテー  

ションの取扱方針に従うこととする。  

8 介護予防短期入所生活介護費  

（1）一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において所定単   

位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所が介護予防短期   

入所生活介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職   

員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分の   

それぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが   

必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業   
所がユニット型介護予防短期入所生活介護費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   
のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を   

置いていることが必要である（厚生労働大臣が定める施設基準（平成十   

二年厚生省告示第二十六号。以下「施設基準」という。）第四十六号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所のユニット部分   
及びユニット部榊こついて所定の員数を置いてい   

ることが必要であること（夜勤職員基準第八号）。  

（2）指定介護予防短期入所生活介護費を算定するための基準について  

指定介護予防短期入所生活介護費は、施設基準第四十七号に規定する   

基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第四十六号において準用する第四号イに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一  

人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行  

数を置いていれば足りるものである  （夜勤職員基準第八号）  

（2）指定介護予防短期入所生活介護費を算定するための基準について  

指定介護予防短期入所生活介護費は、施設基準第四十七号に規定する   
基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第凶十六号において準用する第四号イに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が一  

人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行  
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われるものであること。   

ロ 施設基準第凶十六号ロに規定する指定介護予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二  

人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行  

われるものであること。   
ハ 施設基準第凶十六号において準用する第国号ハに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに  

属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天  

井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個  

室」という。）の利用者に対して行われるものであること。   

ニ 施設基準第凶十六号において準用する第四号こに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに  

属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天  
井との問に一定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型準  

個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

（3）やむを得ない措置による定員の超過  

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による   

減算の対象となり、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を   

算定することとなるが、老人福祉法（昭和三十八牢法律第百三十三号）第   

十条の凶第一項第三号の規定による市町村が行った措置（又は同法第十   

一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置（特別養護老人ホー   

ムの空床利用の場合のみ））によりやむを得ず利用定員を超える場合は、   

利用定員に一00分の一○五を乗じて得た数（利用定員が凶○人を超え   

る場合にあっては、利用定員にこを加えて得た数）までは減算が行われな   

いものであること（職員配置等基準第十六号イ）。なお、この取扱いは、   

あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過   

利用を解消する必要があること。  

われるものであること。   

ロ 施設基準第四十六号ロに規定する指定介護予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が二  

人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行  

われるものであること。   
ハ 施設基準第四十六号において準用する第四号ハに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに  

属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天  
井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個  

室」という。）の利用者に対して行われるものであること。   

ニ 施設基準第四十六号において準用する第四号こに規定する指定介護  

予防短期入所生活介護費  

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに  

属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天  
井との間に一定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型準  

個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

（3）やむを得ない措置による定員の超過  

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による   

減算の対象となり、所定単位数の－00分の七○を乗じて得た単位数を   

算定することとなるが、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第   

十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置（又は同法第十   

一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置（特別養護老人ホー   

ムの空床利用の場合のみ））によりやむを得ず利用定員を超える場合は、   

利用定員に一00分の一○五を乗じて得た数（利用定員が四○人を超え   

る場合にあっては、利用定員にこを加えて得た数）までは減算が行われな   

いものであること（厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員   

等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示   

第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」とし、う。）第十六号イ）。   

なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることか   
ら、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。  

（4）併設事業所について   

① 介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設事業所に  

ついては、併設型介護予防短期入所生活介護費が算定される（施設基準  

第四十六号）が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と  

（4）併設事業所について   

① 指定介護予防サ噂こ指定介   星章苗サーヒ御｝方ぬこ蘭す  
旦基準（平成十八牛厚生労働省令第三十五号。以下「介護予防サービス  
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基準」という。）第百三十二条第四項に規定する併設事業所について   

は、併設型介護予防短期入所生活介護費が算定される（施設基準第四十   

六号）が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷   

地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の   

配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている介護予防短期   

入所生活介護事業所を指すものであること。  

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに   

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、   

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、   

イ 指定介護老人福祉施設の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉   

施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合算した   

上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の   

配置数を算定すること。指定介護予防短期入所生活介護事業者が指  

定短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けて   

いる場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。  

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活   

事業及び指定短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。  

例えば、前年度の平均入所者数七○人の指定介護老人福祉施設に   

前年度の平均利用者数二○人の介護予防短期入所生活介護事業所   

（短期入所生活介護事業を併せて指定されている場合）が併設され   

ている場合は、併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）（三：－の   

人員配置に対応するもの）を算定するために必要な介護職員又は看   

護職員は合計で三○人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人で  

あること。  

なお、本体施設が丁部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、   

併設事業所がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であ  

る場合は、本体施設のユニット部分と一体的な取扱いが行われるも  

のである。また、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設   

であって、併設事業所が指定介護予防短期入所生活介護事業所であ   

ってユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所でない場合   

は、本体施設のユニット部分以外の部分と一体的な取扱いが行われ  

るものである。   

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の   

配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなる  

同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う  
職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている介護予  

防短期入所生活介護事業所を指すものであること。  

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに   

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、   

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、   

イ 指定介護老人福祉施設1地域密着型介護老人福祉施設を含む。以   

下（4）及び（8）において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老   

人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合   

算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護   

職員の配置数を算定すること。指定介護予防短期入所生活介護事業   

者が指定短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を   

受けている場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。   

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活 

事業及び指定短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。   

例えば、前年度の平均入所者数七○人の指定介護老人福祉施設に   

前年度の平均利用者数二○人の介護予防短期入所生活介護事業所   

（短期入所生活介護事業を併せて指定されている場合）が併設され   

ている場合は、併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）（三：一の   

人員配置に対応するもの）を算定するために必要な介護職員又は看   

護職員は合計で三○人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人で   

あること。  
なお、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、   

併設事業所がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であ   

る場合は、本体施設のユニット部分と一体的な取扱いが行われるも   

のである。また、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設   

であって、併設事業所が指定介護予防短期入所生活介護事業所であ   

ってユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所でない場合   

は、本体施設のユニット部分以外の部分と一体的な取扱いが行われ   

るものである。  

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の   

配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなる  
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が、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要と  

なる数の合計数となること。   

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施  

設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、介  
護予防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業を併せて指定されて  

いる場合を含む。以下この項において同じ。）の利用者数は含めない。  
すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施  
設と、併設する介護予防短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、  
区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数  
が五○人、併設する介護予防短期入所生活介護の利用者が一○人であ  
る場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入  

所者五○人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上となり、  
当該介護予防短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は  

義務ではない。なお、併設の指定介護予防短期入所生活介護事業所の  
定員が二○人以上の場合には、介護予防短期入所生活介護事業所にお  
いて看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意す  

る。  

（5）特別養護老人ホームの空床利用について   

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超過利用、  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に  
本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであるこ  

と。   

② 注6により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体  
施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、介護予防短  
期入所生活介護については行う必要がないこと。  

（6）一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における介護職   

員及び看護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護予防短期   

入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定   

単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部   
分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場   

合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所生活介護費に係   
る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当   
該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか ガで所定の員数   

（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（逗  

が、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要と  

なる数の合計数となること。   

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施  

設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、介  

護予防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業を併せて指定されて  

いる場合を含む。以下この項において同じ。）の利用者数は含めない。  
すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施  
設と、併設する介護予防短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、  

区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数  
が五○人、併設する介護予防短期入所生活介護の利用者が一○人であ  

る場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入  

所者五○人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上となり、  

当該介護予防短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は  

義務ではない。なお、併設の指定介護予防短期入所生活介護事業所の  
定員が二○人以上の場合には、介護予防短期入所生活介護事業所にお  

いて看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意す  

る。  

（5）特別養護老人ホームの空床利用について   

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超過利用、  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に  

本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであるこ  

と。   

② 注6により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体  

施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、介護予防短  

期入所生活介護については行う必要がないこと。  

（6）一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における介護職   

員及び看護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護予防短期   

入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定   

単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部   

分のどちらか一方で所定の員数（三：→の職員配置）を置いていない場   

合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所生活介護費に係   

る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当   
該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方ぐ所定の員数   

（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（麹  
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員配置等基準第十六号ロからホまで）。  

また、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の短期入   
所生活介護又はユニット型介護予防短期入所生活介護に係る夜勤体制に   

よる減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分につ   
いて所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対し、行   

われるものであること。具体的にはユニット部分について夜勤体制によ   
る要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす   

場合であっても施設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることと   

なる。  

1（例）指定介護予防短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福  

祉施設（介護予防短期入所生活介護利用者－○人、介護老人福祉施  
設入所者五○人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定介護予  

防短期入所生活介護事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニッ  

ト型指定介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニッ  
ト部分以外の部分の入所者三○人）に転換した場合において、一部  
ユニット型介護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユ  

ニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者一○人を  

合算した入所者三○人に対し二：一の職員配置で介護・看護職員を  

－五人配置し（ユニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット  

型介護予防短期入所生活介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・  
看護職員琴を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施  

設のユニツ 

を五人しか配置しないとすると、三：－の職員配置を満たさないた  

め、介護福祉施設サービス費（三：一の職員配置）に一00分の七  
○を乗じて得た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   
況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと   

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を   

除く。）  
（8）機能訓練指導員の加算について   

所介護費等の算定方法第十六号ロからホまで）。  

また、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の短期入   

所生活介護又はユニット型介護予防短期入所生活介護に係る夜勤体制に   

よる減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分につ   

いて所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対し、行   

われるものであること。具体的にはユニット部分について夜勤体制によ   

る要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす   

場合であっても施設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることと   

なる。   

（例）指定介護予防短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福  

祉施設（介護予防短期入所生活介護利用者一○人こ介護老人福祉施  

設入所者五○人、介護・看護職員二○人）がユニット型指定介護予  

防短期入所生活介護事業所（利用者一○人）を併設する一部ユニッ  

ト型指定介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者二○人、ユニッ  

ト部分以外の部分の入所者三○人）に転換した場合において、一部  

ユニット型介護老人福祉施設のユニット部分の入所者二○人とユ  

ニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者一○人を  

合算した入所者三○人に対し二‥一の鱒員配置で介護・看護職員を  

一五人配置し（ユニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット  

型介護予防短期入所生活介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・  

看護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施  

設のユニット部分以外の部分の入所者三○人に対し介護・看護職員  

を五人しか配置しないとすると、三：一の職員配置を満たさないた  

め、介護福祉施設サービス費（三：一の職員配置）に一00分の七  

○を乗じて得た単位数を算定する。  

（7）ユニットにおける職員に係る減算について  

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満た   

ない場合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状   

況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消される   

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることと   

する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を   

除く。）  

（8）機能訓練指導員の加算について  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す   

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、  

注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す  

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、  
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併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者につ  

いては、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさな  
いことに留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設  

される介護予防短期入所生活介護事業所又は空床利用型の介護予防短期  

入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。）が－  

00人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能  

訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員について  
は、「常勤換算方法で利用者の数を一00で除した数以上」という基準  
を満たす限りにおいて、併設の介護予防適所介護事業所の機能訓練指導  

員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数一00人の指定介護  

老人福祉施設に併設される利用者数二○人の介護予防短期入所生活介護  

事業所において、二人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの一人  

が指定介護老人福祉施設及び指定介護予防短期入所生活介護事業所の常  

勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう一人の機能訓練指  
導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉施設及び介護予防短  

期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間  

は併設の介護予防適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事すると  

きは、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設  
サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。   

併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者につ   

いては、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさな   

いことに留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設   

される介護予防短期入所生活介護事業所又は空床利用型の介護予防短期   

入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。）が一   

00人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能   

訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員について   

は、「常勤換算方法で利用者の数を一00で除した数以上」という基準   

を満たす限りにおいて、併設の介護予防適所介護事業所の機能訓練指導   

員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数一00人の指定介護   

老人福祉施設に併設される利用者数二○人の介護予防短期入所生活介護   

事業所において、二人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの一人   

が指定介護老人福祉施設及び指定介護予防短期入所生活介護事業所の常   

勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう一人の機能訓練指   

導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護老人福祉施設及び介護予防短   

期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間   

は併設の介護予防適所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事すると   

きは、介護予防適所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設   
サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。  

（9）認知症行動・心理症状緊急対応加算について   

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に  

伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。   

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急  

に指定介護予防短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合  

であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者  

又は家族の同意の上、指定介護予防短期入所生活介護の利用を開始し  

た場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又は  

その次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。  

この際、介護予防短期入所生活介護ではなく、医療機関における対  
応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機  

関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるよう  
に取り計らう必要がある。   

③ 次に掲げる者が、直接、介護予防短期入所生活介護の利用を開始t  
た場合には、当該加算は算定できないものであること。  

a 痛院又は診療所に入院中め者  
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b 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入居者生  

活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及  

び介護予防短期利用共同生活介護を利用中の者   

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく  

こと。また、制郎こ当た  
って僻こ記録しておくこと。   

⑤瑚「認知症の行  

動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評  

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の介護予防短期  
入所共同生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意する  

三上」 

（10）若年性認知症利用者受入加算について  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を   
中心に、当該利用者の特性やニーズキこ応じたサービス提供を行うこL  

管理体制加   （9）栄  

① 管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」という。）について  

は、当該施設に配置されていること（労働者派遣事業の適正な運営の  

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年準  

律第八十八号）の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労  

働者を含む。）。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置  

されている場合は、当該加算を算定できないこと。   

② 特別養護老人ホームに併設される併設型指定介護予防短期入所生活  

介護事業所において、本体施設に配置されている管理栄養士等が、併  

せて併設事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士  

等が配置されている本体施設及びその併設事業所のいずれにおいても  

算定できること。   

③ 管理栄養士等は、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量  
及び内容の食事の提供を行うこと。  

吐吐療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、二十三号告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。  

なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要  
があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  

吐辻療養食加算   

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ  
り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ  

き、二十三号告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。  

なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要  
があること。   

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発  
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行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し   

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃   

潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食   

及び特別な場合の検査食をいうものであること。  

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな   

いこと。  

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取   

り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行   

う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食  

行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応し   

た栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃   
潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及   

び特別な場合の検査食をいうものであること。  

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな   

いこと。  

④ 減塩食療法等について  

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取   

り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行   

う場合は、加算の対象とはならないこと。  

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる 心臓疾患等の減塩食   

については、総量七・Og以下の減塩食をいうこと。  平成二   については、総量六・Og未満の減塩食をいうこと。  ただし  

十瑚ヒ・Og以下の減塩食でも   
認めるものとするこL  

⑤ 肝臓病食について   

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄症食（胆石症   

及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。）等をいうこと。  

⑥ 胃潰瘍食について  

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ   

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の   

大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場   

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大   

腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に   

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。  

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ   

グロビン濃度が一Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来   

する者であること。  

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（B巴満度が十七○％以上又はBMI（BodyMassIndex）   

が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、月旨質異常症食に準じて取   

り扱うことができること。  

（診 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  

⑤ 肝臓病食について  

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄症食（胆石症   

及び胆嚢炎による閉鎖性黄痘の場合を含む。）等をいうこと。  

⑥ 胃潰瘍食について  

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ   

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の   

大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場   

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大   

腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食に   

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。  

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について  

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモ   

グロビン濃度が－Og／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来   

する者であること。  

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について  

高度肥満症（肥満度が＋七○％以上又はBMI（BodyMassIndex）   

が三五以上）に対して食事療法を行う場合は、高脂血症食に準じて取り   

扱うことができること。  

⑨ 特別な場合の検査食について  

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ⅹ線検査・大腸内  
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視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は「特   

別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。  

⑩ 高脂血症食の対象となる入所者等について   

療養食として提供される高脂血症食の対象となる入所者等は、空腹   

時定常状態における血清総コレステロール値が二二Omg／dl以上であ   

旦畳又は血清中性月旨肪値が一五Omg／dl以上である者であること。  

視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は「特  

別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。   

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について  

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空  

腹時定常状態におけるLDL－コレステロール値が一四Omg／dl以上で  

ある者又はHDL－コレステロール値が四Omg／dl未満若しくは血清中  

性脂肪値が一五Omg／dl以上である者であること。  

（12）サービス提供体制強化加算について   

① 3（4）④から⑥まで並びに4（17）②及び③を参照のこと。なお、この  

場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護  

業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請  

求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間につい  

て行っても差し支えない。   

② 指定介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、  

生活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行  

う職員を指すものとする。  

9 介護予防短期入所療養介護費  

（1）介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護   

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基  
準について  

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空き  

ベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職  

員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に  

係るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケ  

ア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱  

いが行われるものであること。したがって、緊急時施設療養費につい  

ては、四○号通知の6の立姐を準用すること。また、注6により、施  

設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設で  

ある介護老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療  

養介護については行う必要がないこと。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養  

介護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所が介護予防短  

期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介  

護職員の数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部  

9 介護予防短期入所療養介護費  
（1）介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基  

準について  

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空き  
ベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職  

員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に  
係るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケ  
ア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱  

いが行われるものであること。したがって、緊急時施設療養費につい  

ては、凶○号通知の6の上⊇立を準用すること。また、注6により、施  

設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設で  

ある介護老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療  

養介護については行う必要がないこと。   

② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養  

介護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所が介護予防短  

期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介  

護職員の数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部  
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分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いている   

ことが必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   
介護事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を   

算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体   
と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一   

の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第五十二号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護予防短   

期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による   

所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いて   

いない場合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所療養   

介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数   

の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一   

方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われる   

ものであること（通所介護費等の算定方法第十七号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ  
ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第九号）。  

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介   

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老   

人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）における介   

護予防短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ   

いて、 適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算   

定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさ   

なくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月か   

ら、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニツ  

分のそれぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いている   

ことが必要である。また、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を   

算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体   
と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（三：一   

の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第五十二号）。  

③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養   

介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護予防短   

期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による   

所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以   

外の部分のどちらか一万で所定の員数（三：一の職員配置）を置いて   

いない場合に行われるものである。ユニット型介護予防短期入所療養   

介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数   

の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一   

万で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われる   

ものであること（職員配置等基準第十七号イ）。  

また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニッ   

ト部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用   

者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分につ   

いて夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤   

体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行わ   

れることとなる（夜勤職員基準第九号）。  

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくは介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老   

人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）若しくはユニット型介   

護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老   

人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）における介   

護予防短期入所療養介護について   

イ 所定単位数の算定区分について  

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につ  

いて、適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算  
定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさ  

なくなった事実が発生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月か  

ら、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）又はユニツ  
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ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（  

こととなる。  

Ⅰ）を算定する  ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定する   

こととなる。  

ロ 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係   

る施設基準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す   

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者   

が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   
養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。   

b 嘩設基準第五十二号において準用する第八号イ而・の基準につ   

いては、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月   

の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合しているこ   

と。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若し   

くは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢   

者」とあるのは、日常生活自立度のランクMに該当する者をいう   

ものであること。  

ロ 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係   

る施設基準及び夜勤職員基準について   

a 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す   

る病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者   

が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療   

養病棟又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成十八年   

七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って   

開設した介護老人保健施設であること。   
b 施設基準第五十二号において準用する第八号イ市・の基準につ   

いては、月の末日における該当者の割合によることとし、算定月   

の前三月において当該割合の平均値が当該基準に適合しているこ   

と。また、当該基準において、 「著しい精神症状、周辺症状若し   

くは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢   

者」とあるのは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」   

の活用について」（平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局   

長老健第一三五号）によるランクMに該当する者をいうものであ  

ること。   

c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ   

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定す   

る介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に   

ついては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人   
保健施設の入所者の合計数を四一で除して得た数以上とするこ  

と。  

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   

こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯   
（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する－六   

時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に－六を   

乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は   

切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、   

凹○号通知の1（6）②により介護老人保健施設の本体部分と一体   

的な取扱いが行われるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る   
一日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月において   

は、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健  

c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）又はユニッ  

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す   

る介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に   

ついては、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人  
保健施設の入所者の合計数を四一で除して得た数以上とするこ   

と。   

また、夜勤を行う看護職員は、一日平均夜勤看護職員数とする   
こととする。一日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯  
（午後十暗から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六  

時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を  
乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は  

切り捨てるものとする。なお、夜勤職員の減算方法については、   
四○号通知の1（6）②により介護老人保健施設の本体部分と一体  

的な取扱いが行われるものであるが、夜勤を行う看護職員に係る  

一日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月において  

は、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健  
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施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。   
（a）前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準によ  

り確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。   
（b）一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される  

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間  

（暦月）継続していたこと。   

d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ   

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す  

る指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該事業所  

の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの   
連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合に  

は当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病   

院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、  

連携する病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじめ定  

めておくこととする。  

ハ 特別療養費について   

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ   

た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知   

するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について   

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、   

転換前に四：一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養   

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の   

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも   

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を   

維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価   

することとする。   

なお、当該加算は平成二十四年三月三十一日までの間に限り、算   

定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療   

養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を   

把握し、検討を行うこととする。  

施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。  

（a）前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準によ  

り確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。  

（b）一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保される  

べき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間  

（暦月）継続していたこと。  

d 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニッ  

ト型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定す  

る指定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該事業所  

の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの  

連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合に  
は当該事業所からの緊急の呼出に応じて出勤すること。なお、病  

院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、  

連携する病院、診療所又は訪問者護ステーションをあらかじめ定  

めておくこととする。  

ハ 特別療養費について  

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行っ  
た場合等に算定できるものである。その内容については、別途通知  

するところによるものとする。  

ニ 療養体制維持特別加算について  

療養体制維持特別加算は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、  

転換前に四：一の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養  

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の  

療養病棟入院基本料におけるいわゆる二○：一配置病棟であったも  

のの占める割合が二分の一以上である場合に、転換前の療養体制を  

維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配置を評価  

することとする。  

なお、当該加算は平成二十凶年三月三十一日までの間に限り、算  
定できるものとし、その後の加算の在り方については、当該介護療  

養型老人保健施設の介護ニーズや、当該加算の算定状況等の実態を  

把握し、検討を行うこととする。  
（2）夜勤職員配置加算について  

介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護の夜勤職員配置   
加算について噛ものであり、   

四○号通知の3の（2）を準用すること。  
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（盟リハビリテーション機能強化加算について  

（D リハビリテーション機能強化加算を算定する介護老人保健施設は、  

実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の  

状態像に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法  

を適時適切に提供できる体制が整備されていること。   

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・  

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で  

あり、言語聴覚療法については、失語症、構昔障害、難聴に伴う聴覚  

・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持  

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ  

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等  

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ  

とが必要である。  

（3 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生  

活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において  

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す  

る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保  

することが望ましい。   

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、  

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリ  

テーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテ  

ーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防  

短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当す  

る内容を介護予防短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その  

記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができ  

るものとすること。   

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語  

聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション  

実施計画の内容を説明し、記録する。   

⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）  

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（迫リハビリテーション機能強化加算について   

① リハビリテーション機能強化加算を算定する介護老人保健施設は、  

実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の  

状態像に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法  

を適時適切に提供できる体制が整備されていること。   

② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・  

運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要で  

あり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚   

・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持  

つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うこ  

とが必要である。  

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等  

により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われるこ  

とが必要である。   

③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生  
活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外において  

も訓練を行うことができる。  

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用す  

る患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保  

することが望ましい。   

④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、  

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリ  

テーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテ  

ーションの効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防  

短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相当す  

る内容を介護予防短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その  

記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができ  

るものとすること。   

⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語  

聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション  

実施計画の内容を説明し、記録する。   

⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）  

は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（4）個別リノ、どリテーション実施加算について  

LJ】   
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当該加算は、榔ンを二十分以上実   

施した場合に算定するものである。  

（立 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護   

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四  

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を  

含む。以下同じ。）を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知  

症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス  

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における介護  

予防短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数  

の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位  

数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行  

われるものであり、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及  

び（15）を準用すること。この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際  

しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替  

えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護について  
も、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につい  

ては、介護保険適用病床における介護予防短期入所療養介護の場合  

と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置）  

については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介  
護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用すること  

とする。例えば、六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が  
一三人配置されていて、診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、  

介護職員五：一（一二人以上）の点数を算定している場合については、  

看護職員のうち二人を介護職員とみなすことにより、介護予防短期  

入所療養介護については看護職員六：－（一○人以上）、介護職員四  

：一（一五人以上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。  

なお、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医  

療保険適用病床の介護予防短期入所療養介護についても準用する。  

この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支  

援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  
ハ 医師は、介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合  

には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医  

療保険における診療録と分ける必要はないが、介護予防短期入所療  

（並 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護   

① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四  

十一号）附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を  

含む。以下同じ。）を有する病院若しくは診療所、老人性認知症疾患  

療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護  

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービス   

が行われるもの（以下「介護保険適用病床」という。）における介護   

予防短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数   

の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位   

数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行   

われるものであり、四○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及   

び（15）を準用すること。この場合、四○号通知の7の（9）の準用に際   

しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替   

えるものとする。  

ロ 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護について   
も、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につい   

ては、介護保険適用病床における介護予防短期入所療養介護の場合   

と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置）   

については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介   

護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用すること   

とする。例えば、六○床の病棟で、看護職員が一二人、介護職員が   

一三人配置されていて、診療報酬上、看護職員五：一（一二人以上）、   

介護職員五：一（一二人以上）の点数を算定している場合については、   

看護職員のうち二人を介護職員とみなすことにより、介護予防短期   

入所療養介護については看護職員六：一（一○人以上）、介護職員四  

：一（一五人以上）に応じた所定単位数が適用されるものであること。   

なお、凹○号通知の7の（1）、（3）から（7）まで、（9）及び（15）は、医   

療保険適用病床の介護予防短期入所療養介護についても準用する。   

この場合、凶○号通知の7の（9）の準用に際しては「医師及び介護支   

援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。  

ハ 医師は、介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合   
には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医   

療保険における診療録と分ける必要はないが、介護予防短期入所療  
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養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分け   養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分け   

られるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保   

険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要支援状態区分及び要支   
援認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについて   

は、介護保険の介護予防訪問看護、■介護予防訪問リハビリテーショ   

ン、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防適所リハビリテーショ   

ンについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該   

利用者に対して基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行   

わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合   

と同様とし、凶○号通知の7の（2）を準用するものとする。  

ニ 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第十七号ロ（2）において   

規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであ   

ること。   

a 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める   

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院  
療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過   

型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   

過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期  

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一  

00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

b 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職  
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たす  

が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比  

率」という。）が二割未満である場合は、病院療養病床介護予防  

短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護予防短期入  

所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療養病床介護予防短   

期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期  

入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型介護予防短期入所  

療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療  

養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に一00分の九○を乗  

られるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保   

険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要支援状態区分及び要支   
援認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについて   

は、介護保険の介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ   
ン、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防適所リハビリテーショ   

ンについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該   

利用者に対して基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行   

わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合   

と同様とし、四○号通知の7の（2）を準用するものとする。  
ニ 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如によ   

る所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第十七号ロ（2）において   
規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであ   

ること。   

a 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める   

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院   
療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過   
型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療   

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経   
過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期   

入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に一   

00分の七○を乗じて得た単位数が算定される。   

b 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職   
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たす   

が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比   

率」という。）が二割未満である場合は、病院療養病床介護予防   

短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護予防短期入   
所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療養病床介護予防短   

期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期   
入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の   

（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型介護予防短期入所   
療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一00分の九○を乗  
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じて得た単位数が算定される。   

c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに適所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働   

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲げ   

る地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に所   

在する病院であって、介護予防短期入所療養介護を行う病棟にお   
ける看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定   

める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が   
介護予防サービス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師   

の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）に   

おいては、各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち、看護・   
介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た   

単位数が算定される。   
d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府   

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ   

て、介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職   
員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たし   

ている（正看比率は問わない）が、医師の員数が介護予防サービス   
基準に定める員数の六割未満であるものにおいては、病院療養病   

床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護   
予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）若しくはユニット型病院療養病床   

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介   
護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型   
介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介   

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一   

00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   
e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の   
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省   

令第五十号）第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で  

じて得た単位数が算定される。   

c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員   

数の基準並びに適所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働   

大臣が定める地域（平成十二年厚生省告示第二十八号）各号に掲げ  

る地域（以下次のd及び7の（8）において「僻地」という。）に所   

在する病院であって、介護予防短期入所療養介護を行う病棟にお   

ける看護・介護職員の員数については介護予防サービス基準に定  

める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が   
介護予防サービス基準に定める員数の六割未満であるもの（医師  

の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）に   

おいては、各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち、看護・   

介護職員の配置に応じた所定単位数から一二単位を控除して得た   

単位数が算定される。   

d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府   

県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であっ   

て、介護予防短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職   

員の員数については介護予防サービス基準に定める員数を満たし  

ている（正看比率は問わない）が、医師の員数が介護予防サービス   

基準に定める員数の六割未満であるものにおいては、病院療養病   

床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護   

予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）若しくはユニット型病院療養病床   

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介   

護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療   

養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型   

介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介  

護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）の所定単位数に一   

00分の九○を乗じて得た単位数が算定される。   

e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の   
減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省   

令第五十号）第凹十九条の規定が適用される病院に係る減算は適  

用されない。  

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとするこ   

と。  

へ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看   

護（Ⅰ）から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設で  
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E  

ある介護療養型医療施設について行われていれば、介護予防短期入  

所療養介護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所が介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定するため   

には、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   
のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：   

一、介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護   

事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定   

するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当   
該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、   

介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第   

五十二号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   

員数を置いていれば足りるもわである（夜勤職員基準第九号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所の介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事   

業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六  

：一、介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

ある。ユニット型介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介   

護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と   

当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一、   

介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものであるこ   

と（適所介護費等の算定方法第十七号ロ）。   

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定介護予防短期   

入所療養介護事業所の介護予防短期入所療養介護又はユニット型介護   

予防短期入所療養介護に係る夜勤体制による減算は、当該事業所全体   

で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること（夜   

勤職員基準第九号）。  

ある介護療養型医療施設について行われていれば、介護予防短期入  

所療養介護については行う必要がないこと。  

② 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所が介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定するため   

には、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所   

のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：   

一、介護四：一の職員配置）を置いていることが必要である。また、   

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護   

事業所がユニット型介護予防短期入所療養介護費の所定単位数を算定   

するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当   

該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護六：一、   

介護四：－の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第   

五十二号）。  

なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の   

員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第九号）。  

③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について  

病院又は診療所である一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介   

護事業所の介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員   

の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事   

業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護六  

：一、介護四：一の職員配置）を置いていない場合に行われるもので   

ある。ユニット型介護予防短期入所療養介護費に係る看護職員又は介   

護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と   

当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護六：一   

介護凶：－の職員配置）を置いていない場合に行われるものであるこ   

と（職員配置等基準第十七号ロ）。  

なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定介護予防短期   

入所療養介護事業所の介護予防短期入所療養介護又はユニット型介護   

予防短期入所療養介護に係る夜勤体制による減算は、当該事業所全体   

で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること（夜   

勤職員基準第九号）。  

㊨ 基準適合診療所iキおける介護予防短期入所療養介護  
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イ 基準適合診療所介護予防短期入所療肴介訝費については、医療保  

険における全ての費用を含むものであるこヒ  

ロ 四○号通吏Uの7の（2）及び（6）は基準適合診療所介護予防短期入所  

療養介護費について準用するこL   

ハ 基準適合診療所介護予防短斯入所療養介護費については、特定診  
療費は算定できないことに留意するこL  

（立 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第五十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。  
a 施設基準第五十二号において準用する第十四号イに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属さない療養室又は病室（以下「療養室等」という。）（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に  

対して行われるものであること。  
b 施設基準第五十二号において準用する第十四号ロに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室等（定員が二人以上のものに限る。）（「多  
床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

c 施設基準第五十二号において準用する第十四号ハに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並  

びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護  

老人保健施設基準」という。）第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）又  

は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第凶十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」  

という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項第一  
号イ（3）（i）若しくは第四十・【一条第二項第一号イ（3）（i）（介護予防  

サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  
ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

d 施設基準第五十二号において準用する第十国号こに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第凶十一条第二項第  
▲ 号イ（3）（辻）又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項  

（迫 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について   

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第五十二号に規定す  
る基準に従い、以下の通り、算定すること。  

a 施設基準第五十二号において準用する第十四号イに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室又は病室（以下「療養室等」という。）（定  
員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に  

対して行われるものであること。  
b 施設基準第五十二号において準用する第十四号ロに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  
ットに属さない療養室等（定員が二人以上のものに限る。）（「多  
床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  

c 施設基準第五十二号において準用する第十四号ハに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニ  
ットに属する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並  
びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護  

老人保健施設基準」という。）第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）又  

は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平  
成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」  

という。）第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第凶十条第二項第一  
号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護予防  

サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニッ  

ト型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。  
d 施設基準第五十二号において準用する第十凶号こに規定する指定  

介護予防短期入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニ  

ットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一条第二項第  

一号イ（3）（止）又は指定介護療養型医療施設基準第二十九条第二項  

第一号イ（3）（止）、第四十条第二項第一号イ（3）（迂）若しくは第凶十  第一号イ（3）（云）、第凶十条第二項第一号イ（3）（云）若しくは第四十  
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一条第二項第一号イ（3）（追）を満たすものに限るものとし、介護老人  

保健施設基準第四十一条第二項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養  

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項  

第一号イ（3）（i）若しくは第凶十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護  

予防サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により  

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用  

者に対して行われるものであること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の介護予防短期入所療  
養介護費の注1による届出がなされているものについては、ユニット  

型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療  

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型  

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所療養病床介護予防短  

期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養  

介護費を算定するものとすること。  

皿 ユニットにおける職員に係る減算について  

8の（7）を準用する。  （8）働？いて  
8の（9）を準用する。  

（乳 若年性認知症利用者受入加算について  

8の（10）を準用する。  

一条第二項第一号イ（3）（辻）を満たすものに限るものとし、介護老人  

保健施設基準第週十一条第二項第一号イ（3）（i）又は指定介護療養  

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（3）（i）、第四十条第二項  

第一号イ（3）（i）若しくは第四十一条第二項第一号イ（3）（i）（介護  

予防サービス基準附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により  

読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用  

者に対して行われるものであること。   

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の介護予防短期入所療  

養介護費の注1による届出がなされているものについては、ユニット  

型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療  

養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型  

介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所療養病床介護予防短  

期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養  

介護費を算定するものとすること。  

出 

＿  

8の（7）を準用する。  

（6）栄養管理体制加算   

① 管理栄養士等の配置については、8（9）①を準用すること。   

② 介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所の本体施設に  

配置されている管理栄養士等が、併せて指定介護予防短期入所療養介  

護事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配  

置されている本体施設及びその指定介護予防短期入所療養介護事業所  

のいずれにおいても算定できること。   

（∋ 管理栄養士等の行う食事の提供については、8（9）③を準用するこ  

と」．  

上吐 療養食加算  

8（10）を準用する。  

吐姐 療養食加算   

し8止吐を準用する。  

（11）サービス提供体制強化加算   

①㈱  

場合の介護職員に係る常勤換算にあ？ては、利用者・入所者への介護  

業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請  
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求事務等介護轍時間につい  

て行っても差し支えない。   

② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員と昼、  

看護職員、㈲て  

勤務を行う職員を指すものとすう。  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費  
（1）その他の介護予防サービスの利用について  

介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介護予防   

サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活介護費を算定   

した月において、その他の介護予防サービスに係る介護給付費（介護予防   

居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期   

間中を除く。）。ただし、介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必   
要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してそ   
の他の介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであるこ   

と。例えば、入居している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護   

を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防   

特定施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するようなサ   

ービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却   

するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は介護予防特定   

施設入居者生活介護は算定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サービス（介   

護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託  
している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している   

場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託   

費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させる   

ことができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を   

行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

10 介護予防特定施設入居者生活介護費  
（1）その他の介護予防サービスの利用について  

介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介護予防   

サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活介護費を算定  

した月において、その他の介護予防サービスに係る介護給付費（介護予防   

居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期   

間中を除く。）。ただし、介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必   
要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してそ  
の他の介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであるこ  

と。例えば、入居している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護   

を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防   
特定施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するようなサ   

ービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却   

するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は介護予防特定   
施設入居者生活介護は算定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サービス（介   

護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託  
している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している   

場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託   

費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させる  

ことができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指拝命令を   

行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  

従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  
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護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目   

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ   
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。   

なお、介護予防特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計   
画に相当する内容を介護予防特定施設サービス計画の中に記載する場   

合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができ   

るものとすること。  

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利   

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。  

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、   

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  

護職員、生ラ昔相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、介護予防特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計  
画に相当する内容を介護予防特定施設サービス計画の中に記載する場  

合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができ  

るものとすること。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者に  

より閲覧が可能であるようにすること。  

（封 医療機関連携加算について   

①㈱、て  

「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以下この号にお  

いて「情報提供日」という。）前三十日以内において、介護予防特定  

施設入居者生活介護を算定した日が十輝こは、算定  

できないものとする。   

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。   

③瀾当たっては、あらかじめ、指定介護予防特定   

施設入居者生碍介護事業者と協力医療機関等で、情報捏供の期間及び   

利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容につ   

いて定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供す  
ることを妨げるものではない。   

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間にお   

いて、指定介護予防サービス基準第二百四十九条に基づき、利用者ご   
と酬即こついて随時記録すること。   

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（FA温を   
含む。）又は電子メ 
関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用   

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を  

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供上た   
場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。  

（姐 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費   

① 報酬の算定及び支払方法について  

建＿ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費   

① 報酬の算定及び支払方法について  
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外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、基本サ  

ービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生  

活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービス計画の作成、利用  

者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ  

ス部分（当該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下「受  

託介護予防サービス事業者」という。）が提供する介護予防サービス  
部分）から成り、イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施  

設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サー  

ビス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われ  

る。   

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の  

介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されるこ  

ととなる。   

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事  

業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の配置は義務付  
けられていない。  

イ 基本サービス部分は一日につき六三単位とする。  

ロ 各サービス部分については、介護予防特定施設サービス計画に基   

づき受託介護予防サービス事業者が各利用者に提供したサービスの   

実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サービス及   
び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特   

定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設   

入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数   

並びに限度単位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定   

めるところにより、当該告示で定める単位数を上限として算定する。   

なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法について   

は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成   

十一年厚生省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定   

方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、   

留意されたい。   

ア 訪問介護について  

介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又  
は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。   

イ 訪問看護  

保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚   

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、基本サ  

ービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生  

活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービス計画の作成、利用  

者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービ  

ス部分（当該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下「受  

託介護予防サービス事業者」という。）が提供する介護予防サービス  

部分）から成り、イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施  

設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サー  

ビス利用型措定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われ  

る。   

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の  

介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されるこ  

ととなる。   

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事  

業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の配置は義務付  
けられていない。  

イ 基本サービス部分は一日につき六○単位とする。  

ロ 各サービス部分については、介護予防特定施設サービス計画に基   

づき受託介護予防サービス事業者が各利用者に提供したサービスの   

実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サービス及   
び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特   

定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設   

入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数   

並びに限度単位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）の定   

めるところにより、当該告示で定める単位数を上限として算定する。   

なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法について   

は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成   

十一年厚生省告示第十九号）に定める各サービスの報酬に係る算定   

方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、   

留意されたい。   

ア 訪問介護について  

介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又  
は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。   

イ 訪問看護  

保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚  

－51－   



士によるサービス提供に限り算定すること。   
② 受託居宅サービス事業者への委託料について  

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が  

受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基  

づくものである。   

③ 障害者等支援加算について  

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害  

等を持つ者を指すものである。  
a働（昭和倒十九年九月二十七日付厚生省  
発児碗こ療育手帳  

の交付を受けた者  

b 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法  

律第一二三号）第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉  

手帳の交付を受けた者  

c 医師により、a又はbと同等の症状を有するものと診断された者  

11 介護予防福祉用具貸与費  
（1）事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以   

下のとおりである。   

① 交通費の算出方法について  

注1から注3までに規定する「通常の睾墓の実施地域において指定   

士によるサービス提供に限り算定すること。  

② 受託居宅サービス事業者への委託料について  

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が   

受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基   

づくものである。  

11 介護予防福祉用具貸与費  

（1）事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以   

下のとおりである。   

① 交通費の算出方法について  

注1に規定する「通常の業務の実施地域において指定福祉用具貸与  

を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及び方  

法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）による交通費とす  

ることを基本として、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、  

水路で運搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合  

には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合はその  

利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利用者に貸与して同時に  

運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数の利用者に係る福祉用具  

貸与のための運搬又は移動を行う場合における交通費の実費を勘案し  

て、合理的に算出するものとする。   

（∋ 交通費の価格体系の設定等について  

事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじめ利用者の  
居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載しておくも  

のとする。  

なお、事業者は、運営規程に記載した交通費の額及びその算出方法  

を指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって利用者に説明するとと  

介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済   
的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階   
級）による交通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は移動   
する場合には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、陸路で   

運搬又は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用し   

て運搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利   
用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数の   

利用者に係る介護予防福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う場合   

における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するものとする。  
② 交通費の価格体系の設定等について   

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法につ   
いて、 あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体系を設定し、   
運営規程に記載しておくものとする。   

なお、確定介護予防福祉用具事業者は、運営規程に記載した交通費   
の額及びその算出方法を指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって  
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利用者に説明するとともに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した   
経路の費用を証明できる書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指   
定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録として保存するものとす   

る。  

③ 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める地域卿   
予防福祉用具貸与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時   

に貸与した場合の加算限度について   

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保   
険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00分の   

一00に相当する額を限度として加算できるものとする。  
この場合において、交通費の額が当該一00分の一00に相当する   

額に満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、そ   
れぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

④ 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地矧こ所在し、かつ、遡   
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸   

与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合  

もに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用を証明でき   

る書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸   

与の提供に関する記録として保存するものとする。   

③ 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限   

度について   

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保   
険給付対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の一00分の   

一00に相当する額を限度として加算できるものとする。  
この場合において、交通費の額が当該－00分の一00に相当する   

額に満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按分して、そ   

れぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

の加算限度について  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合にはL埋   

邸合付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相当す  

る額の三分の二に相当する額を限度として加算できるものとす説  

この場合において、交通費の額が当該三分のコこ相当する矧こ満た   
ないときは、瑚  
福祉用具に係る加算額を明確にするものとする巨   

コ  

者由緒叩福祉用具を同十利   

用者に対して同時に貸与した場合の加算限度につ拉て  

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保   
倹給付対象となる福祉用具の貸与を行う場合に要する交通費に相当ヰ  

て讐ヒ 

この場合において、交通費の額が当該三分の一に相当する額に満た   
ないときは、瑚  
福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。  

（2）要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費  （2）要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費   

① 算定の可否の判断基準  

要支援一又は要支援二の者（以下（2）において「軽度者」という。）  
① 算定の可否の判断基準   

要支援一又は要支援二の者（以下（2）において「軽度者」  という。）  
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に係る指定介護予防福祉用具貸与費については、  その状態像から見て使  に係る指定介護予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使  

用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特  

殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症  

老人彿御感知機器」及び「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」（以  

下「対象外種月」という。）に対しては、原則として算定できない。   
しかしながら第二十三号告示第玉土重号において準用する第三±二号  

のイで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その  
状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介護予防福祉  

用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとす  

る。  

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間   

の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第一の調査   

票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本調査の結果」という。）   

を用い、その要否を判断するものとする。  

イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と   

認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と   

認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治   

の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像に   

ついて適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じ   

た適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者が判断する   

こととなる。なお、この判断の見直しについては、  
介護予防サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必要に  

応じて随時）で行うこととする。  

ウ また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当する   

旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会   

議等を通じた適切なケアマネジメントにより介護予防福祉用具貸与が   

特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、   

市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判   

断することができる 。この場合において、当該医師の医学的な所見に   

ついては、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職   

員が聴取した介護予防サービス計画に記載する医師の所見により確認   

する方法でも差し支えない。  

i）疾病その他の原因により、．状態が変動しやすく、日によって又は  

時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第五十二号において準用す  

る第十九号のイに該当する者  

用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特  

殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症  

老人彿御感知機器」及び「移動用リフト」（以下「対象外種目」という。）  

に対しては、原則として算定できない。   

しかしながら第二十三号告示第重土三号において準用する第土韮号の  

イで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状  

態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介護予防福祉用  

具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとする。   

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間   

の推計の方法」（平成十一年厚生省告示第九十一号）別表第一の調査   

票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本調査の結果」という。）   

を用い、その安否を判断するものとする。  

イ′ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と   

認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と   

認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治   
の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像に   

ついて適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じ   

た適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者が判断する   

こととなる。なお、この判断の見直しについては、  
介護予防サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必要に  

応じて随時）で行うこととする。  

ウ また、アにかかわらず、次のi）から揖）までのいずれかに該当する   

旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会   

議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要   

である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村   

が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断する   

ことができる。この場合において、当該医師の医学的な所見について   

は、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴  

取した介護予防サービス計画に記載する医師の所見により確認する方   

法でも差し支えない。  

i）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は   

時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第五十二号において準用す  

る第十九号のイに該当する者  

E   
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（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）  

並）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに  
第二十三号告示第五十二号において準用する第十九号のイに該当す  

ることが確実に見込まれる者  

（例 がん末期の急速な状態悪化）  

揖）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤  

化の回避等医学的判断から第二十三号告示第六十五号において準  

用する第三土二号のイに該当すると判断できる者  

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、碑下  
障害による誤碑性肺炎の回避）  

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する可能  

性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外  
の者であっても、i）～揖）の状態であると判断される場合もありう  

る。   

② 基本調査結果による判断の方法  

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目  

に係る介護予防福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、  
「厚生労働大臣が定める者」のイヘの該当性を判断するための基本調  

査の結果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認  

に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければな  

らない。  

・ 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者  

の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査票に  

ついて必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人  

確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確  

認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）の内容  

が確認できる文書を入手することによること。  

・当該軽度者に担当の拉重介護予防支援事業者がいない場合にあっ  

ては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入  

手すること。  

12 介護予防支援  
立と 初回加算  

予防給付における初回加算の算定に当たっては、新規に介護予防サー  

ビス計画を作成する場合に算定されることとなっている。  

（2）介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  

（例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）  

h）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに  

第二十三号告示第五十二号において準用する第十九号のイに該当す  

る廷＿重旦ことが確実に見込まれる者  

（例 がん末期の急速な状態悪化）  

山）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤  

化の回避等医学的判断から第二十三号告示第五十二号において準  

用する第土韮号のイに該当すると判断できる者  

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嘩下  
障害による誤嘩性肺炎の回避）  

注 括弧内の状態は、あくまでもi）～揖）の状態の者に該当する可能  

性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外  
の者であっても、i）～揖）の状態であると判断される場合もありう  

る。   

② 基本調査結果による判断の方法  

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る道  

宣福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大  
臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結果の確  

認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書  

等については、サービス記録と併せて保存しなければならない。  

・ 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者  

の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査票に  

ついて必要な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人  

確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確  

認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）の内容  

が確認できる文書を入手することによること。  

・当該軽度者に担当の介護予防支援事業者がいない場合にあっては、  

当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手する  

こと。  

12 介護予防支援   

初回加算  

予防給付における初回加算の算定に当たっては、新規に介護予防サー  

ビス計画を作成する場合に算定されることとなっている。  
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当該加算は、指定介護予防支援事業所の担当職員が、介護予防′ト規模  

多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の介護予防サービスの利用状  

況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の介護予防小規模多機能  

型居宅介護における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成に  

協力を行った場合に算定を行うものである。ただし、当該介護予防／ト規  

模多機能型居宅介護事業所について六月以内に当該加算を算定した利用  

者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者が  

介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定する  

ことができるものとする。  

表 （略）  表 （略）  
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○ 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について（平成18年9月11日老振発第0911001号・老老発第09TlOOl号 厚生労働省老健局振興  

・老人保健課長連名通知）  

改  正  後  改  正  

1 事業所評価加算の概要   

事業所評価加算は、選択的サービス（運動器機能向上サービス、栄養改   
善サービス又は口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行う介護予   

防適所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点   

から、云式行的取組として、評価対象となる期間（各年一月一日から十二月   

三十一日までの期間をいう。）において、利用者の要支援状態の維持・改   
善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における   

介護予防適所サービスの提供につき加算を行うものである。  

2 事業所評価加算の対象事業所の決定に係る事務処理の流れ  

事業所評価加算の対象事業所の決定については、「事業所評価加算の対   

象事業所の決定に関する事務フロー（概要）」（別紙1）及び「事筆所評   

価加算の対象事業所の決定に関するスケジュール（平成十八年度実施分）」  

1 事業所評価加算の概要   

事業所評価加算は、選択的サービス（運動器機能向上サービス、栄養改   
善サービス又は口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行う介護予   

防適所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点   

から、試行的取組として、評価対象となる期間（各年一月一日から十二月   
三十一日までの期間をいう。）において、利用者の要支援状態の維持・改   
善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における   

介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものである。  

2 事業所評価加算の対象事業所の決定に係る事務処理の流れ   

事業所評価加算の対象事業所の決定については、「事業所評価加算の対   

象事業所の決定に関する事務フロー（概要）」（別紙1）で示すとおり、   

介護予防適所サービス事業所による事業所評価加算（申出）の届出を踏ま   

え、各都道府県の国保連合会、地域包括支援センター （介護予防支援事業   

所）及び各都道府県において事務処理を行う。   

3 事業所による事業所評価加算（申出）の届出   

選択的サービスの加算の届出を行い、介護予防通所サービスを提供して   

いる事業所において、翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合に   

は、各事業所が各年十月十五日までに各都道府県へ「介護給付貴算定に係   

る体制等状況一覧表」にて「事業所評価加算（申出）」の届出を行う必要   

がある（届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届   

出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合   

にはその旨の届出が必要となる。）。   

各都道府県は、各年十月十五日までに受理した事業所評価加算（申出）   

の届出を各年十一月処理分の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送   

付する。  

4 国保連合会における事務処理  

（1）評価対象事業所の抽出  

以下の要件のいずれにも該当する事業所を抽出する。   

① 各年十月十五日までの届出分の事業所台帳にて、「事業所評価加算  
（申出）の有無」が「2・あり」であること。  

（別紙；り で示すとおり、介護予防通所サービス事業所による事業所評価   

加算（申出）の届出を踏まえ、各都道府県の国保連合会、地域包括支援セ   

ンター（介護予防支援事業所）及び各都道府県において事務処理を行う。  

3 事業所による事業所評価加算（申出）の届出  

選択的サービスの加算の届出を行い、介護予防適所サービスを提供して   

いる事業所において、翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合に   

は、各事業所が各年十月十五日までに各都道府県へ「介護給付費算定に係   

る体制等状況一覧表」にて「事業所評価加算（申出）」の届出を行う必要   

がある（届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にその旨の届   

出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合   

にはその旨の届出が必要となる。）。  

各都道府県は、各年十月十五日までに受理した事業所評価加算（申出）   

の届出を各年十一月処理分の事業所異動連絡票情報として国保連合会へ送   

付する。  

4 国保連合会における事務処理  
（1）評価対象事業所の抽出  

以下の要件のいずれにも該当する事業所を抽出する。   

① 各年十月十五日までの届出分の事業所台帳にて、「事業所評価加算  
（申出）の有無」が「2tあり」であること。  
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②  事業所台帳にて、「運動器機能向上体制の有無」  「栄養改善体制の  ② 事業所台帳にて、「運動器機能向上体制の有無」「栄養改善体制の  
有無」「口腔機能向上体制の有無」のいずれか一つ以上を「2・あり」  

として届出を行っていること。  

（2）評価対象受給者の抽出  

受給者台帳及び（1）の評価対象事業所の給付実績（当該事業者から   

国保連合会へ請求された現物給付分に限る。）より、以下の要件のいず   
れにも該当する受給者を抽出する。   

① （1）の評価対象事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続し  
て三月以上算定していること。   

② 前記算定より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けた者  

なお、②の更新・変更認定については、当該認定が各年十月末日まで   

になされた場合、当年十二月末までに評価対象受給者であるか否かが確   

定することから、翌年度の事業所評価加算に係る評価対象受給者となる   

が、当該認定が十一月以降の場合には、翌々年度の加算に係る評価対象   
受給者となる。   

＊ 「事業所評価加算に係る評価対象受給者及び評価対象期間の考え方  

（国保連合会における事務処理）」（別紙2）を参照。  

（3）サービス提供終了確認情報の授受   

① （2）の評価対象受給者のうち、要支援状態区分に変更がなかった  
者について、「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」」遡塵  

旦Lを作成し、各年十一月中旬に地域包括支援センター（介護予防支  

援事業所）宛に送付する。   

② 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）から送付される「サ  

ービス提供終了確認情軌（別紙4）を各年十二月十日までに収受す  
る。  

（4）評価基準値の算出等   

① 評価基準値の算出  

事業所評価加算の対象事業所については、次の算定式に適合してい  

る必要があり、（1）の評価対象事業所について、事業所番号・介護  

予防サービスの種類毎に評価基準値を算出する。  

なお、評価対象受給者について、事業所の所在地が他都道府県であ  
るものについては、所在地である都道府県の国保連合会へ当該情報の  

交換を行った上で、評価基準値を算出する。  

有無」「口腔機能向上体制の有無」のいずれか一つ以上を「2・あり」  

として届出を行っていること。  

（2）評価対象受給者の抽出  

受給者台帳及び（1）の評価対象事業所の給付実績（当該事業者から   

国保連合会へ請求された現物給付分に限る。）より、以下の要件のいず   
れにも該当する受給者を抽出する。   

①（1）の評価対象事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続し  
て三月以上算定していること。   

② 前記算定より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けた者  

なお、②の更新・変更認定については、当該認定が各年十月末日まで   

になされた場合、当年十二月末までに評価対象受給者であるか否かが確   

定することから、翌年度の事業所評価加算に係る評価対象受給者となる   

が、当該認定が十一月以降の場合には、翌々年度の加算に係る評価対象   

受給者となる。   

＊ 「事業所評価加算に係る評価対象受給者及び評価対象期間の考え方   

（国保連合会における事務処理）」㈱を参照。  

（3）サービス提供終了確認情報の授受   

①（2）の評価対象受給者のうち、要支援状態区分に変更がなかった   

者について、「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」」遡塵  

j⊥＿を作成し、各年十一月中旬に地域包括支援センター（介護予防支  

援事業所）宛に送付する。   

② 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）から送付される「サ  

ービス提供終了確認情報」（別紙引を各年十二月十日までに収受す  
る。  

（4）評価基準値の算出等   

① 評価基準値の算出  

事業所評価加算の対象事業所については、次の算定式に適合してい  

る必要があり、（1）の評価対象事業所について、事業所番号・介護  

予防サービスの種類毎に評価基準値を算出する。  

なお、評価対象受給者について、事業所の所在地が他都道府県であ  

るものについては、所在地である都道府県の国保連合会へ当該情報の  

交換を行った上で、評価基準値を算出する。  
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要支援度の維持者数（A）＋1ランク改善者数（B）×5  
十2ランク改善者数（C）×10   

要支援度の維持者数（A）十改善者数（B）×2  
≧0．7   

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サー   

ビス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に   

更新・変更認定を受けた者の数」旦L  

A：（3）②のサービス提供終了確認情報におけるサービス提供終了者数   

B：（2）の評価対象受給者のうち、要支援状態区分が1ランク改善（要  

支援2→要支援1又は要支援1→非該当）した人数  

C：（2）の評価対象受給者のうち、要支援状態区分が2ランク改善（要  
支援2→非該当）した人数   

旦：評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口  

腔機能向上サtビスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受  

けた者の数  

なお、評価対象期間は、各年一月一日から十二月三十一日までとさ  
れているが、各年十二月三十一日までに、国保連合会において評価対  

象受給者を確定する必要があることから、十月末日までに更新・変更  

認定が行われた者を翌年度の評価対象受給者とし、十一月以降に更新  

・変更認定が行われた者については、翌々年度の評価対象受給者とす  

る。   

② 算定基準適合一覧表等の送付  

①の算出結果により、次のとおり資料を作成し、各年一月上旬に都  
道府県宛に送付する。  

・評価基準値がこを超える場合・「事業所評価加算算定基準適合事  

業所一覧表」（別紙6）の作成  

・評価基準値が三遡王及び評価対象期間における介護予防通所サー  

ビス事業所の利用実人員が－○人未満の場合・「事業所評価加算算  

定基準不適合事業所一覧表」（別紙7）の作成  

5 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）における事務処理  

（1）サービス提供終了の確認  

地域包括支援センター（介護予防支援事業所）においては、国保連合  

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サー  

ビス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に  

更新・変更認定を受けた者の数（C）   

A：（3）②のサービス提供終了確認情矧こおけるサービス提供終了者数  

B：（2）の評価対象受給者のうち、要支援状態区分が1ランク改善（要  

支援2→要支援1又は要支援1→非該当）又は2ランク改善（要支援  

2→非該当）した人数  

⊆：評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口   

腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新t変更認定を受  
けた者の数  

なお、評価対象期間は、各年一月一日から十二月三十一日までとさ   
れているが、各年十二月三十一日までに、国保連合会において評価対  

象受給者を確定する必要があることから、十月末日までに更新・変更   

認定が行われた者を翌年度の評価対象受給者とし、十一月以降に更新   

・変更藷定が行われた者については、翌々年度の評価対象受給者とす  
る。   

② 算定基準適合一覧表等の送付  

（Dの算出結果により、次のとおり資料を作成し、各年一月上旬に都   

道府県宛に送付する。   

・ 評価基準値が○・七以上の場合・「事業所評価加算算定基準適合  

■事業所一覧表」（別紙5）の作成   

・評価基準値が○・七未満及び評価対象期間における介護予防適所  

サービス事業所の利用実人員が一○人未満の場合・「事業所評価加  

算算定基準不適合事業所一覧表」（別紙6）の作成  

5 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）における事務処理  

（1）サービス提供終了の確認  

地域包括支援センター（介護予防支援事業所）においては、国保連合  

－3－   



「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」」遡   会から送付された  会から送付された「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」」＿製   

造旦Lの対象者（要支援状態区分に変更がなかった者）について、ケア   

プランに定める目標に照らし、当該介護予防適所サービス事業者による   

サービスの提供が終了したと認められるかどうかの確認を各年十一月中   

旬から十二月上旬までに行うこと。なお、地域包括支援センター（介護   
予防支援事業所）において、その目標に照らし、特段の支障がないと認   
めら‾れるものであれば、「サービスの提供が終了した」ものと確認する   

取扱いをして差し支えない。この場合、「サービスの提供が終了した」   

後に改めて当該サービスを継続して利用する場合も含まれるので、御留   

意願いたい。  

（2）サービス提供終了確認情報の作成・送付  

（1）において、サービスの提供が終了したものと確認された者につ   

いては、「サービス提供終了確認情報」（別紙5）を作成し、各年十二   

月十日までに国保連合会宛に送付すること。  

6 都道府県における事務処理  
（1）事業所に対する決定通知  

「事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表」（別紙6）及び「事業   

所評価加算算定基準不適合一覧表」（別紙7）を踏ま／え、各都道府県に   

おいて事業所評価加算の対象事業所を決定し、当該加算の算定の可否を   

各年二月上旬までに事業所に通知する。  

（2）地域包括支援センター（介護予防支援事業者）、住民等に対する周知  

事業所評価加算の対象事業所情報を各年二月下旬を目途に公表し、地   

域包括支援センター（介護予防支援事業者）、住民等に周知することに   

より、四月サービスからの利用者の事業所の選択、介護予防支援事業所   

における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがないよ  

うに対応されたい。  

塵旦Lの対象者（要支援状態区分に変更がなかった者）について、ケア   

プランに定める目標に照らし、当該介護予防適所サービス事業者による   
サービスの提供が終了したと認められるかどうかの確認を各年十一月中   

旬から十二月上旬までに行うこと。なお、地域包括支援センター（介護   

予防支援事業所）において、その目標に照らし、特段の支障がないと認   
められるものであれば、「サービスの提供が終了した」ものと確認する   
取扱いをして差し支えない。この場合、「サービスの提供が終了した」   
後に改めて当該サービスを継続して利用する場合も含まれるので、御留  

意願いたい。  

（2）サービス提供終了確認情報の作成・送付  

（1）において、サービスの提供が終了したものと確認された者につ   

いては、「サービス提鋲終了確認情報」（別紙射を作成し、各年十二   

月十日までに国保連合会宛に送付すること。  

6 都道府県における事務処理  
（1）事業所に対する決定通知  

「事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表」」別紙5し及び「事業   

所評価加算算定基準不適合一覧表」㈱を踏まえ、各都道府県に   
おいて事業所評価加算の対象事業所を決定し、当該加算の算定の可否を  
各年二月上旬までに事業所に通知する。  

（2）地域包括支援センター（介護予防支援事業者）、住民等に対する周知  
事業所評価加算の対象事業所情報を各年二月下旬を目途に公表し、地   

域包括支援センター（介護予防支援事業者）、住民等に周知することに   

ょり、四月サービスからの利用者の事業所の選択、介護予防支援事業所   
における給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがないよ  
うに対応されたい。  

7漱年介護報酬改定lこ伴う特別措置について   
平成二十一年介護報酬改定において算出式を改正したことに伴い、平成   

二十一年度のサービス提供分に対する事業所評価加算の請求にあっては、   
ヰ（4）①及び②並びに6（1）及び（2）l＝甥定する手続きについて以下のとお   

りとする。  

（1）評価基準の算出について  

各都道府県国保連合会が、4㈹①の「評価基準値の算出」を平成21   

年4月の介護報酬改定による新たな算出式により行う。  
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（1）の算出結果に基づき、各都道府県に  各都道府県国保連合会が、  

対して4何）②の「算定基準適合一覧表等の送付」を4月上旬までに行㌔   

孝お、そⅥ際、既Iこ従前の算出矧こより作成された算定基準適合一覧表   

等については無効とするし  

（3）事業所Iこ対する決定通知及び地域包括支援センターー（介護予防支援事   

業者）、t卿訓こついて  
各都道府県が、（2）の新たな算定基準適合一覧表等に基づき、6川   瀬－（介護   

予防支援事業者）、住民等に対する周知」を4月下旬までを目途に行㌔   
なお、そⅥ際、既に従前の算定基準適合一覧表等に基づき決定通知を送   
付している場合にあっては、従前の決定通知は無効とする。  

（4）その他  

各事業所に対しては、柵（5月の事業所評価加   
算の請求分）から新たな算定式による決定通知に基づいて請求を行うよ  

う周知されたい。   

別紙1 （略）  

（削除）  

別紙2－4 （略）  
剋塵旦 （別添）  

（別添）  

別紙1 （略）  

別紙2 （略）  

剋凰旦二旦 （略）  

塑延旦 （別添）  

別紙7 （別添）  
参考丁～3  
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（改正前別紙6）  

事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表   

年度の事業所評価加算算定のための基準（※1）に適合しま したので、お知らせいた します。  以下に示す事業所について、平成  

都道府県番号    都道府県名  00県  

平成   年   月  日  

貢   

00県国民健康保険団体連合会  

事業所  サービス事業所名  サー ビ  サービス種類名  利用実  評価対象受  1ランク改善者数  2 ランク改善者数  要支援度の維持者数  評価基準値   

番  号  ス種類  人員数  給者総数（D）   （B）   （C）   （A）   （※ 2）  

00000事業所  予防適所介護   300   100   12   10   50   2．10  

※1 算定′のための基準＝利川実人員数が10人以上であり、評価基準値が2を超えること。  

要支援度の維持者数（A）＋1ランク改善音数（B）×5 ＋ 2 ランク改善音数（C）×10  
※ 2  評価基準値＝  

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能  
向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数（D）  

都道府県番号・・・加算届出先の都道府県番号  

都道府県名・‥加算届出先の都道府県名  

事業所番号‥・サービス桂供事業所の指定介積予防サービス事業所番号  

サービス事業所名・‥サービス提供事菓所の名称  

サービス柄類番号・‥サービス稀類番号  

サービス碓類名…「予防適所介磯」又は「予防適所リハビリ」  

利川実人員数…評価対象期間内のサービスを利用した実人員数  

要支援度の維持者数（A）…サービス提供終 r確認情報におけるサービス提  

供終「音数  
1ランク改善音数（B）…宏文援状態区分が1ランク改善（重文援2→要支  

援1又は安支援1→非該当）した人数  

2 ランク改善音数（C）…要支援状態区分が2 ランク改善（重文援 2 →非吉亥当）した人数  

評価対象受給者総数（D）…・評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又  

は口腔機能向上サービス を 3 月以上利用 し、その後に更新・変更  

認定を∵受けた者の歎  

評価基準値・‥上記（A）～川）から算出される判定基準となる数値。  

小数点以下第 3位以降を切り 上げし、小数点以下第2位までの値で表示する  

（ただし、算出された数億が2 を超える場合において、／ト数点以下第2位の  

値が0 の場合は、小数点以下第 2位を1とする。）。  

表示数僑が、『2．01』以上を適合、『2．00』以下を不適合とする。   



（改正前別紙7）  

事業所評価加算算定基準不適合事業所一覧表  

年度の事業所評価加算算定のための基準（※1）に適合しませんでしたので、お知らせいたします。  以下に示す事業所について、平成  

都道府県名  00県  都道府県番号  

平成  年  月  日  

貢   

00県国民健康保険団体連合会  

事業所  サー ビス事業所名  サー ビ  サー ビス種類名  利用実  評価対象受  1ランク改善音数  2 ラ ンク改善者数  要支援度の維持者数  評価基準値   

番  号  ス種類  人員数  給者総数（D）   （B）   （C）   （A）   （※ 2）  

00000事業所  予防適所介護   300   100   12   6   70   1．90  

※1 算定のための基準＝利用実人員数が10人以上であ り、評価基準値が 2 を超える こ と。  

要支援度の維持者数（い＋1ランク改善者数（B）×5 ＋ 2 ランク改善音数（C）×10  
※2  評価基準値＝  

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス文は口腔機能  
向上サービスを 3 月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数（D）・  

・2 ランク改善音数（C）…要支援状態区分が2ランク改善（安支援2→非該当）した人数  

・評価対象受給者総数（D）・‥評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又  

は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更  

認定を受けた者の数  

・評価基準値・・・上記（A）～（D）から算出される判定基準となる数値。  
′ト数点以下第3位以降を切り上げし、小数点以F第2位までの傭で表示する  

（ただし、算出された数値が2 を超える場合において、小数点以ド第2 位の  
値が0 の場合は、小数点以 下第 2 位をiとする。）。  

表示数値が、『2．01』以上を適合、『2．00』以下を不適合とする。   

都道府県番号…加算届出先の都道府県番号  

都道府県名・・・加算届出先の都道府県名  

事業所番号・・■サービス提供事業所の指定介護予防サービス事業所番号  

サー ビス事業所名…サービス提供事業所の名称  

サー ビス柿類番号…サー ビス称類番号  

サービス柿翫名…「予防適所介護」又は「予防適所リ ハビリ」  

利川実人員数・‥言ヤ価対象期間内のサービスを利川 した美人，員数  

宏文援度の維持者数（几）…T一 ビ ぺ提供終i一確認情報におけるサービス提  

供終／音数  

1ラ ンク 改善音数（8）‥ 要支援状態は分が1ラ ンク 改善（要支援 2 →空文  

援1又は要支援1→非該当）した人数  



（改正後別紙5）  

事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表   

年度の事業所評価加算算定のための基準（※1）に適合しま したので、お知らせいた します。  以下に示す事業所について、平成  

都道府県番号    都道府県名  00県  

平成  年  月  日  

頁   

00県国民健康保険団体連合会  

事業所  サービス事業所名  サー ビス  サービス種類名   利用実  評価対象受給者総数   改善者数   要支援度の維持者数   評価基準値   

番  号  種   類  人員数   （C）   （B）   （A）   （※ 2）  

00000事業所  予防適所介護   300   100   12   50   0．74  

※1 算定のための基準＝利用実人員数が10人以上であ り、評価基準値が0．7以上であるこ と。  

要支援度の維持者数（A）＋改善音数（B）×2  
※ 2  評価基準値＝  

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サー ビス又は口腔機能  
向上サービスを 3 月以上利用 し、その後に更新・変更認定を受けた者の数（C）・  

都道府県番号‥・加算届出先の都道府県番号  

都道府県名・‥加算届出先の都道府県名  

事業所番号…サービス提供事業所の指定介護予防サービス事業所番号  

サービス事業所名・‥サービス提供事業所の名称  

サービス種類番号∴サービス種類番号  

サービス種類名…「予防適所介護」又は「予防適所リハビリ」  

利用実人員数…評価対象期間内のサービスを利用した実人員数  

宏文援度の維持者数（A）‥・サービス提供終 7確認情報におけるサービス提  

供終 r音数  

改善音数（B）…要支援状態区分が1ラ ンク改善（糞支援2→要支援1又は  

要文攻1→非該当）又は 2 ラ ンク改善（要支援→非該当）  

した 人数  

評価対象受給者総数（C）・…評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又  

は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更  

認定を受けた者の数  

評価基準値…上記（A）～（C）から算出される判定基準となる数値  

小数点以下第3位以降を切り上げし、小数点以下第2位までの償で表示する。  

表示数値が、『0．70』以上を適合、r O．69』以下を不適合とする。   



（改正後別紙6）  

事業所評価加算算定基準不適合事業所一覧表  

年度の事業所評価加算算定のための基準（※1）に適合しませんでしたので、お知らせいたします。  以下に示す事業所について、平成  

都道府県名  00県  都道府県番号  

平成   年  月  日  

頁   

00県国民健康保険団体連合会  

事業所  サービス事業所名  サー ビス  サービス種類名   利用実  評価対象受給者総数   改善者数   要支援度の維持者数   評価基準値   

番  号  種   類  人員数   （C）   （B）   （A）   （※ 2）  

00000事業所  予防適所介護   300   100   10   45   0．65  

※1 算定のための基準＝利川実人員数が10人以上であ り、評価基準値が0．7以上であるこ と。  

空文援度の維持者数（A）＋改善音数（B）× 2  
※ 2  評価基準偶＝  

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能 向上サー ビス を 3 月 以上利用 し、その後に更新・変更認定を受けた者の数（C）  
・評価対象受給者総数（C）・・‥評価対象期間内に運動精機能向上サービス、栄養改善サービス又  

は口腔機能向上サービスを 3 月以上利用 し、その後に更新・変更  

認定を受けた者の数  

・評価基準値…上記（A）～（C）から算出される判定基準となる数値  

′ト数点以F第 3位以降を切り上げし、′小数点以下第2位までの借で表示する。  

表示数値が、F O．70』以上を適合、『0，69』以 下を不適合とする。   

都道府県番号…加算届出先の都道府県番号  

都道府県名‥・加算届．出先の都道府県名  

事業所番号‥・サービス提供事業所の指定介護予防サービス事業所番号  

サー ビス事業所名…サービス提供事業所の名称  

サー ビス縄類轟号…サービス棉類番号  

サービス稀類名…「予防適所介護」又は「予防適所リハビリ」  

利川実人員数…評価対象期間内のサービスを利用 した実人員数  

空文授度の維持者数（A）…サービス提供終 r確認情報におけるサービス糧  

供終／音数  

改善音数（B）…要支援状態区分が1ラ ンク改善（要支援2 →要支援1又は  

要支援1→非該当）又は 2 ラ ンク 改善（要支援→非言亥当）  

した 人数  



老  老 発 第  

平成21年○月○日  

号  

各都道肝県介護保険主管部（局）長 殿  

厚生労働省老健局老人保健課長  

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について   

平成21年4月の介護報酬改定を踏まえ、介護保険法施行規則等の一部を改正  

する省令（平成21年厚生労働省令第●号。以下「改正省令」という。）が平成  

21年●月●日に公布され、平成21年4月1日に施行することとされたところで  

ある。   

その改正の内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村（政令  

指定都市を含む。）、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、そ  

の運用に遺憾のないようにされたい。  

第一 改正の内容  

1 居宅療養管理指導に関する事項  

（施行規則第9条、第9条の2、第22条の8、第22条の9）  

（1）保健師、看護師又は准看護師に？いては、従前は、歯科衛生士が行う  

居宅療養管理指導に相当するものを行うことは認められていたが、居宅  

要介護者及び居宅要支援者の居宅において実施される療養上の相談及び  

支援を行うための保健師、看護師又は准看護師による居宅療養管理指導  

の必要があることから、居宅療養管理指導を行うことができる者に、医  

療機関や訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准看護師を  
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加えたものであること。  

なお、介護予防居宅療養管理指導についても同様の改正を行うこと。  

（2）介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第71条第   

1項の規定に基づいて居宅療養管理指導の指定があったものとみなされ   

た医療機関又は診療所（以下、「病院等」という。）が保健師、看護師又   

は准看護師による居宅療養管理指導を行うことができる体制にある場合   

には、新たな指定等の必要はなく、保健師、看護師又は准看護師による   

居宅療養管理指導を行うことができること。なお、指定訪問看護ステー   

ション及び指定介護予防訪問看護ステーションが保健師、看護師又は准   

看護師による居宅療養管理指導を行う場合にあっては、居宅療養管理指   

導について法第70条の指定居宅サービス事業者の指定が必要となること。  

なお、介護予防居宅療養管理指導についても同様の改正を行うこと。  

2 適所リハビリテーションに関すること  

（施行規則第127条）  

（1）法第71条第1項の規定に基づき、病院等が健康保険法第63条第3項   

第1号の規定により保健医療機関の指定があったときに、その指定の際   

に当該病院等による行われる居宅サービスに係る法第41条第1項の指定   

があったものとみなされるサービスに、通所リハビリテーションを加え  

ること。  

なお、介護予防サービスにおいても同様の改正を行うこと。  

（2）法第71条第1項の規定に基づいて通所リハビリテーションの指定があ   

ったものとみなされる病院等については、通所リハビリテーションが実   

施される病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法（平成20年厚生   

労働省告示第59号）別表第1医科診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビ   

リテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合   

しているものとして届出をしていることを想定している。  

なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。  

（3）改正省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第41条第   

1項本文の指定を受けている病院等の開設者については、当該指定に係   

る法第70条の2の指定の更新の際にみなし指定に切り替えることとし、   

その際、事業所番号の取り扱いについては、従前の事業所番号を用いる  

こと。  

なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。  

3 短期入所療養介護に関すること   



（施行規則第14条、第22条の14、附則第2条）  

（1）法第8条第10項の規定に基づき、短期入所療養介護を行うことができ   

る施設として、介護保険法施行規則（平成11丁年厚生省令第36号）第14   

条に介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院若   

しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟（介護療養型医埼施設を除   

く。）が、附則第2条の規定により基準適合診療所が規定されているとこ   

ろであるが、改正省令においては、これらのうち、診療所に関する規定   

を整理することとしたこと。具体的には、療養病床以外の病床を有する   

診療所については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は全   

て短期入所療養介護を行うことができることとし、また、これに伴い、   

従来の基準適合診療所の規定を削除したこと。  

なお、介護予防サービスにおいても同様の改正を行うこと。  

（2）短期入所療養介護の指定に関しては、介護老人保健施設及び介護療養   

型医療施設については「みなし指定」を規定しており、その他の療養病   

床を有する病院等については別途申請を要することとしていたところで   

あるが、改正省令により新たに短期入所療養介護を行うことができ卑こ   

ととされた診療所については、介護療養型医療施設とは異なり、短期入   

所療養介護事業所として指定されるためには別途申請を行う必要がある   

こと。  

なお、介護予防短期入所療養介護についても同様であること。  
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